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、
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紙
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を
送
付
す
る
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す
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書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
美
術
品
に
つ
い
て
は
、
経
年
劣
化
等
の
理
由
に
よ
り
在
外
公
館
長
が
不
用
の
決
定
を
行
っ
た
。
同
決
定
の
外
務

大
臣
に
対
す
る
報
告
に
係
る
書
類
は
外
務
省
に
お
い
て
保
管
さ
れ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
他
の
在
外
公
館
と
は
、
在
東
テ
ィ
モ
ー
ル
日
本
国
大
使
館
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
廃
棄
処
分
と
し
た
美
術
品
九
点
の
う
ち
、
四
万
円
で
購
入
し
た
も
の
が
一
点
、
寄
贈
又
は
文
書
が
残
っ
て
い
な

い
こ
と
に
よ
り
金
額
が
特
定
で
き
な
い
も
の
が
八
点
あ
る
。


